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はしがき

本報告書は，平成13年度財団法人北海道科学技術総合振興センター研究開発支援事業（社会

科学研究支援事業，社会科学研究補助金）補助金の支援により行った調査研究の成果である。

北海道は3,043km の海岸線と北に広く展開する大陸棚など好漁場を有し，全国第１位の漁業

生産高を誇ってきた。しかし，北海道の海面漁業・養殖業生産量は，平成元年以降減少傾向に

あり，生産額についても平成３年以降減少する傾向にある。漁業就業者も，全国第１位を占め

ているが，昭和59年以降15年連続して減少している。漁業生産高や漁業就業者数の減少は漁船

数の減少という形でも顕著に現れている。さらに，水揚げの不振や魚価の低迷などから漁家の

経営状況は次第に悪化している。漁家子弟は都会生活へのあこがれや漁業に魅力を感じること

がなくなり，後継者難の問題もクローズアップされている。 その一方で，都市部においては

釣りを中心とした海洋レジャーに対する意識の高まりが生じ始め，プレジャーボートの隻数増

加，あるいは漁港の開放に伴い，一般市民の海との関わりが以前に増して大きくなってきた。

海洋レジャー人口の増加は釣獲による漁業資源への漁獲圧やマリーナ付近における漁民との

トラブルの発生の増加などとして現れ始めている。

海洋レジャーが漁業と海面を共有し，ともに発展するにあたって，漁民と海洋レジャーの競

合の実態や意識の違いを明らかにし，共存共栄に向けた新たな海面利用のルールづくりを行わ

なければならない。本研究は北海道における漁業と釣りやプレジャーボート等の現状を把握す

るとともに，都市部市民の海洋レジャーに対するニーズを解析することにより，現在抱えてい

る漁業と海洋レジャー産業との問題点を明らかにし，今後の漁業と海洋レジャー産業が調和し

てともに発展していく海面利用計画を構築することを目標とした。

第１部では北海道をとりまく漁業，遊漁及びプレジャーボート等の実態と問題点を浮き彫り

にし，第２部では都市部市民のニーズを，さらに第３部では，後志周辺海域を中心に，遊漁と

プレジャーボート等の実態把握や当面の問題点の解決方法および具体的な海面利用計画につい

て論じた。

本報告書作成にあたり，様々なご指導とご支援をいただいた財団法人北海道科学技術総合振

興センター，多大なる資料をご提供くださった北海道水産林務部，北海道後志支庁経済部水産

課，神恵内村漁業協同組合の方々に深く御礼申し上げる。また，実際の調査に当たり，ご協力

いただいた小樽商科大学商学部片岡正光教授，同生物学研究室ゼミ生各位，山本充研究室ゼミ

生各位にも深謝する次第である。
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漁業と海洋レジャー産業の調和をめざした
海面利用計画の構築

１．北海道をとりまく漁業，遊漁及びプレジャーボート等の実態*1

八木宏樹*2

釣りを中心とした海洋レジャーに対する意識の高まりや，プレジャーボート（PB）の隻
数増加，あるいは漁港の開放に伴い，一般市民の海との関わりが以前に増して大きくなって
きた。しかし，このような海洋レジャー人口の増加により，釣獲による漁業資源への漁獲圧
やマリーナ付近における漁民とのトラブルの発生の増加なども目立つようになってきた。海
洋レジャーが漁業と海面を共有し，ともに発展するにあたっては，漁民と海洋レジャーの競
合の実態や意識の違いを明らかにし，共存共栄に向けた新たな海面利用のルールづくりを行
わなければならない。本論では船釣りと漁港開放の二側面から，現在抱えている漁業と海洋
レジャー産業との問題点を明らかにし，これからの漁村のあり方を考察した。

１．１ はじめに

釣りを中心とした海洋レジャーに対する意識の

高まりや，プレジャーボートの隻数増加，あるい

は漁港の開放に伴い，一般市民の海との関わりが

以前に増して大きくなってきた（写真 1-1）。し

かし，このような海洋レジャー人口の増加により，

釣獲による漁業資源への漁獲圧やマリーナ付近に

おける漁民とのトラブルの発生の増加なども目立

つようになった。海洋レジャーが漁業と海面を共

写真1-1 海洋レジャーはますます大型化，多

様化する傾向にある

有し，ともに発展するにあたっては，漁民と海洋

レジャーの競合の実態や意識の違いを明らかに

し，共存共栄に向けた新たな海面利用のルールづ

くりを行わなければならない。本論ではライセン

ス制導入の兆しをみせる船釣りに対する新しい取

り組みと，北海道漁港管理条例の改正が契機とな

った漁港開放

の二側面から，現在抱えている漁業と海洋レジャ

ー産業との問題点を考察した。

１．２ 北海道をとりまく漁業の現状

北海道は 3,043km の海岸線を有し，北に広く展

開する大陸棚など好漁場を擁している。このため，

平成 12 年度海面漁業・養殖業生産量（属人）は

163 万トンで全国の 26 ％を，また，生産額は 2,975

億円で全国の 17 ％を占めており，いずれも全国

第１位であった。しかし，北海道の海面漁業・養

殖業生産量（図 1-1）は，平成元年以降減少傾向

にあり，平成 12 年の生産量は前年から 1.4 ％減

少して 163 万トンとなっている。生産額（図 1-2）

についても平成３年以降減少する傾向にあり，平

成 12 年は前年より 1.8 ％減少して 2,975 億円とな

っている（北海道，2002）。

漁業就業者（図 1-3）も，第 10 次漁業センサ
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スの結果によると，平成 10 年では３万 2,878 人

で全国第１位を占めているが，第９次センサス（平

成５年）と比べると 5,456 人（14.2 ％）減少して

いる。漁業就業者数は昭和 59 年以降，15 年連続

して減少しており，この間では 32.9 ％が減少し

ている（北海道，2000）ことになる。世帯数も同

様に最近５年間で 11.1 ％程度減少傾向にある。

漁家子弟に対するアンケート（北海道，2000）に

よれば，都会生活へのあこがれや漁業に魅力を感

じないことが漁業に就業しない大きな理由となっ

ている。

漁家の経営状況も悪化している。漁業収入は平
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図1-1 北海道の漁業生産量（属人）の推移

図1-2 北海道の漁業生産額（属人）の推移
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図1-3 北海道における漁業就業者数の推移
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図1-4 北海道における漁船隻数の推移

成７年からわずかながら回復傾向にあったが，水

揚げの不振や魚価の低迷などから再び減少に転

じ，漁業支出の抑制などの経営努力にもかかわら

ず，漁業所得が減少した。とくに漁船漁家の場合

は，階層別にみると，５～ 10 トンクラスの漁家，

いわゆる沿岸漁船漁家において，漁獲量の減少な

どにより大幅な減収となっていた。

平成 10 年度の沿岸漁家における漁業依存度は

39.1 ％であり，漁家所得は漁業以外の所得に大き

く依存しているのが現状である。

資源水準も多くの魚種で悪化傾向にある。北海

道周辺海域の主要 19 魚種のべ 37 海域をみると，

総じて低水準のものが 14 魚種，22 海域で半数以

上に達している。資源水準は同じ種であっても海

域によりその動向が異なるため一概に沿岸の種が

悪化しているとはいえないが，14 魚種の中には

上述の５～ 10 トンクラスの漁船漁業の対象種が

多く含まれている。このような中で，資源の持続

的かつ合理的な利用を求めて，資源管理型漁業の

展開や資源増大を目的とした栽培漁業が行われて

いるが，生産量を増大させるまでには至っていな

い。

１．３ 北海道における海洋レジャー

海洋レジャーには海の利用形態別に，釣りなど

の海産物を収穫するレジャー，海産物を購入した

り食したりするレジャー，ダイビングやヨット，

プレジャーボートなどのマリンスポーツ，および

ホエールウォッチング等の見るレジャーなどが存

在する。北海道における海洋レジャーついてはダ

イビングやジェットスキーが次第に盛んになりつ

つあるが，とりわけ伝統的に釣りに人気がある。

北海道におけるマリンスポーツへのニーズは高

い。平成 10 年度道政モニター定期意見調査（北

海道，1998）によれば，スキューバダイビングや

ウィンドサーフィン，ヨットなどのマリンスポー

ツへの経験者は北海道では 3.6 ％であるが，「機

会があれば行いたい」との潜在的ニーズは約 44

％に達し，「マリンスポーツには興味がない」の 37

％を超えている。釣りに関する潜在的ニーズも約

43 ％に達している。

海洋レジャーが発展する要素のうち，石井

（2000)は①公共的性格のある要素として施設，

船，生物の整備という３つを挙げ，また，②経験

的に必要な要素として，海の知識，天候，海象，

船使用などを挙げている。施設の整備だけではな

く，海の知識の普及や漁業との共存を図る方策の
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構築があって，初めてこれらのレジャーが今後ま

すます発展していく下地が整い，その結果として，

漁業とともに活力ある漁村の創造が形作られてい

くことが予想される。しかしながら，海洋レジャ

ーの拡大とともに，漁具の破損，漁船の航行妨害，

ゴミの投棄や漁港付近の無秩序な迷惑駐車など，

漁業生産活動に支障をきたすトラブルなどの増加

（北海道,2000）も一方に存在する現状がある。

１．４ 海釣りと漁業資源

平成 13 年４月に示された北海道遊漁指針（写

真 1-2）(2001)によると，北海道の遊漁人口は昭

和 50 年代後半から著しい伸びをみせ，第 10 次漁

業センサス（平成 11 年度）では，海面の遊漁者

数はのべ約 216 万人，内水面の遊漁者数はのべ約

46 万人に達したとされている。全国と北海道の

海面遊漁者数の推移を図 1-5 に示す。海面では，

遊漁のために個人で所有するプレジャーボートの

普及や漁業者等による船釣り案内業（遊漁船業）

の増加により，年間のべ約 59 万人が船釣りを行

うようになってきている。北海道における遊漁船

に関する届け出数（隻数）の推移を図 1-6 に示す。

船釣りの対象は様々であるが，田中(1993)によれ

ば北海道ではカレイ類，スルメイカ類が多く，そ

のほかにクロソイ，ヒラメ，ホッケ，メバル，そ

の他魚種となっている。これに加えて最近では秋

サケやサクラマスも釣りの対象となっており，昨

今の釣りブームといわれているとおり，釣り人口

や年齢構成，対象魚種も広がる一方である。

船釣りによってどの程度の資源が獲られている
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図1-5 全国と北海道の海面遊漁者数の推移

図1-6 北海道における遊漁船届け出数

か，つまり釣獲の資料は余り多くない。前述田中

（1993）によれば北海道では当時の釣り人口年間

のべ 36 万人がカレイ類を 2,731 トン，スルメイ

カ 1,056 トンを釣獲したとされる。魚種別に平均

単価を算出して魚種別の量に積算するとおよそ

22 億５千万円余りに見積もられる。これには磯

釣りやプレジャーボートの分は計算外となってい

る。単純に計算すると，船釣りでは１回１人あた

り平均 13,768 ｇの釣獲量に相当する。

北海道だけでなく，東京湾千葉県沿岸では遊漁

船によるスズキの釣獲量が内湾で 100 トンあま

り，内房で 2.7 トンと推定されている（尾崎ほか，

2001）。傍島ら（1991）は京都府におけるマダイ

遊漁の実態を調査し，昭和 63 年の遊漁による推

定釣獲量は 60.6 トンと推測した。この量は同年

の市場調査による推定漁獲量 69.8 トンにほぼ匹

敵する量であった。神奈川県における同様な調査

（今井ほか，1994）では 1989 年の東京湾地域の

マダイ推定総釣獲量は 82.5 トンで，それ以前の 12

年間で釣獲量が 21.6 倍に増加したばかりでなく，

遊漁によるマダイ釣獲量が漁獲量を上回っている

ことが明らかとなった。釣獲の対象は天然の成魚

だけではない。静岡県では遊漁船によるマダイの

釣りにおいては，その２～３割が放流魚と推定さ

れている（柳瀬ほか，1998）し，陸釣りにおいて

はマダイの稚魚が対象となっていて，推定漁獲尾

数は放流尾数の 4.2 ％に達していた（柳瀬ほか，

1995）。各地で報告されている釣獲数を表 1-1 に

示す。

最近の北海道のデータでは木古内湾水域におけ

るマコガレイの調査結果がある（石野，1999）。

同水域における４～６月のマコガレイ釣獲重量は

遊漁団体全体（15 団体）では 21.461 トン，遊漁

案内船（母数 60 隻分）では 8.523 トンと推定さ

れた。

その他の資料も含めて，海釣り，陸釣り，プレ

ジャーボートによる釣獲量の推定について表 1-

１にまとめた。これによると，昨今の釣りブーム

が広がるにつれて北海道のみならず，釣りの盛ん

な主立った道府県では釣獲量は意外に大きい漁獲

圧になっていることが分かる。その一方で，近年，

北海道周辺海域の資源水準は低下の傾向であり，

また，市場の国際化による輸入物の増加などによ

る産地価格の低迷など漁業は厳しい状況にある。

海の資源は限られたものであり，海面における水

産資源の適切な利用や管理は，海を生産活動の場

としている漁業者はもちろんのこと，余暇を利用



- 4 -

表1-1 各地における釣獲の実態

海 域 対象魚種 釣獲量 コメント 出 典

北海道 カレイ類 2,731 トン 金額にして 田中（1993）
スルメイカ類 1,056 トン 22 億５千万

円

木古内 マコガレイ 遊漁団体全体 刺網 500 円／ 石野（1999）
（北海道） 21.461 トン ㎏

遊漁案内船 活魚 1000 円/
8.523 トン ㎏

とすると
3,000 万円程度

京都府 マダイ 60.6 トン 活魚平均単価 傍島ら
このうち 3,600 円で （1991）
5.4 トンが放流 1,944 万円程
魚 度

神奈川県 マダイ 65.7 ～ 89.6 トン 遊漁＞漁業 今井ら
（遊漁船） （1994）

神奈川県 マダイ 12.2 トン 漁獲量の３割 今井（1994）
（ＰＢ）

静岡県 マダイ 182.5 トン 遊漁＞漁業 柳瀬・阿井
（遊漁船） ２～３割が放流 （1998）

魚

静岡県 マダイ 50.4 トン 漁業の約半分 柳瀬・渥美
（ＰＢ） （1998）

静岡県 マダイ稚魚 8,194 尾（H5 放流尾数の 柳瀬・渥美
（陸釣り） 年） 4.2 ％ （1995）

千葉県 スズキ 内湾で 100 トン 尾崎ら
あまり （2001）
内房で 2.7 トン

ＰＢはプレジャーボートを指す

して遊漁などを楽しむ人々にとっても取り組むべ

き大きな課題となっている。釣り人口が増加する

に従って海を生業としている漁業者と，余暇を利

用して海を楽しむ市民の間にも軋轢が生じるよう

になってきた。平成 10 年には北海道水産林務部

が漁業者，遊漁船業者，プレジャーボート所有者

を対象にアンケートを行った(北海道水産林務部，

1999)が，漁業者側からみると釣り人の７割以上

がマナーが「悪い」，「極めて悪い」とし，その

理由は「ゴミの投棄」，「漁港近辺での違法駐車」，

「密漁行為」が挙げられている。釣り人，遊漁船

業者，ボート所有者からの回答でも半数以上がマ

ナーの悪さを自覚している。「ルールは必要であ

るか」の問いには漁業者の約９割が「ルールは必

要」としている。ルールの内容は「規制区域の限

定」，「釣獲規制サイズの設定」，「規制区間の設

定」，「魚種による数量規制」などとなっている。

このような背景の中で日本各地で検討され始めた

のがいわゆる海釣りに対するライセンス制の導入

である。アンケートの中でも，釣り人，遊漁船業

者，ボート所有者などの半数以上がライセンス制

に理解を示すものであり，その意識変化が背景に

あった。

北海道遊漁指針は，漁業と遊漁が強調し適切な

水産資源や水面を利用して，北海道にふさわしい

遊漁の枠組みづくりを行うことを目的としてい

る。また，海面では「船釣りライセンス制」の導

入による水面利用の秩序づくりや，栽培漁業対象

種の放流効果を高めるための幼魚や未成魚の保護

区域の設定など具体策を盛り込んだ。今日，釣り

人を始め海洋レジャーを楽しむ人々においては一

層のモラルの向上が望まれているが，モラルの向

上を待っていられないほど漁業が困難に直面して

いるために先だってまとめられたのが北海道遊漁

指針であり，胆振海域におけるサクラマス船釣り

のライセンス制試行はこれらの意識の具体的な現

れであった。サクラマス船釣りライセンス制は，

資源の保護を目的としていることはもちろんであ

るが，漁業者と遊漁者間の海面利用のルールを作
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ることも大きな目的となっている。

１．５ 胆振海域のサクラマス船釣りライセンス

制導入の事例

サクラマスは主に日本海を中心に漁獲され，日

本海における重要な資源として位置付けられてい

る。このため毎年１千万尾を超える種苗の放流が

行われている。胆振海域を含むえりも以西地域で

は北海道全体の 13 ％が放流されている。放流に

あたっては従来は春稚魚放流が多くを占めていた

が，近年は幼魚時における河川内での減耗を減ら

すことを目的に秋幼魚放流やスモルト幼魚放流が

増加傾向にある。放流された幼魚は１年半を河川

で過ごすが，1.5 歳魚になると降海して一路北上

しオホーツク海で越夏する。その後２歳魚になる

と秋には太平洋及び日本海の２つの海域に分かれ

て南下回遊を行い，えりも以西太平洋海域つまり

胆振海域で越冬する（一部は日本海南部で越冬す

るのもある）。越冬後の 2.5 ～３歳魚は成魚とな

って再び日本海に入り北上する（図 1-7）（北海

道水産林務部，1999）。

胆振海域の遊漁船によるサクラマスの釣獲は，

主に越冬のため高密度に魚群を形成する 12 月下

旬から２月下旬にかけて行われる。道内のサクラ

マス漁獲量は，継続して放流を行っているにもか

かわらず（図 1-8），平成元年以降年々減少して

おり（図 1-9），漁業者サイドからはサクラマス

資源とりわけ幼魚の資源保護が望まれており，こ

れが胆振海域のサクラマス船釣りライセンス制導

入へとつながった。

図1-7 サクラマスの回遊経路

（「サクラマス豆知識」，北海道林務部より）

ライセンス制導入当たっては平成 11 年冬（ラ

イセンス制導入の１年前）に事前調査としてポイ

ントチェックを行った。サクラマス幼魚の所在は

おおかた分かっているので，サクラマスを釣って

いる遊漁船，プレジャーボートが，いつ，どこで

釣りをしているかを調査した。この結果，ほとん

どのサクラマスを目的とした釣り船が沖合５マイ

ルラインより沖側，また，その沖合にある共同漁

業権のラインの内側で釣りをしていることがわか

り，これによりこれらのラインで囲まれる範囲を

ライセンス制導入の範囲とすることを想定した

（主に釣り人を対象に釣具店や遊漁船業者を通じ

て配布されたパフレット参照：写真 1-2）。沖合

５マイルラインより沖側であるので，３～５級免

許で操縦できる小型船舶については対象外となっ

た。時期については，サクラマスが越冬すると思

われる時期，つまり平成 12 年度は平成 12 年 12

月 15 日から平成 13 年３月 15 日と限定された。

ライセンスの根拠は胆振海区漁業調整委員会指

示である。導入にあたってはすでに行われていた

道東の秋サケを参考にした。ライセンス制の制度

化にあたっては解決すべき事項がまだ多く残され

ており，それまでは「試行」の扱いとなった。ラ

イセンス制を実施するにあたっては胆振管内の関

係各機関（行政，漁業協同組合，遊漁団体，プレ

ジャーボート団体など）が「胆振管内さくらます

船釣りライセンス制実行協議会」を組織し実務を

担当することになった。実行協議会はライセンス

制の実施および運営，また，実施に伴う協力金や

承認に伴う保険加入の指導も行う。さらにライセ

ンス取得船講習会も開催し，実際，平成 12 年度

は胆振管内において計５回が開催された。

写真1-2 サクラマス船釣りライセンス制の

パンフレット
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条件に該当し，かつライセンスを取得しようと

する者（遊漁船の船長やプレジャーボートでサク

ラマスを釣ろうという者）は胆振海区漁業調整委

員会に申請する。ライセンスを取得した者は遊漁

者（遊漁船では釣り客，プレジャーボートでは実

際に釣りを行う者）に対してライセンス乗船証を

交付するほか，いくつかの事項を遵守させる義務

がある。前述のパフレットには次のような項目が

記載されている。

(1)釣行時間：日の出から正午まで

(2)釣法：竿釣りとし，同時に使用できる竿数

は１人１本

(3)釣獲尾数：釣獲し持ち帰ることができるサ

クラマスは１日１人 10 尾以内

(4)放流禁止等：釣獲したサクラマスの放流及

び販売の禁止

(5)乗船証の携帯義務：乗船の際に船長が交付

するライセンス乗船証の携帯

(6)釣果の報告：船長に対して下船までの釣果

報告と，訪船調査への協力

(7)駐車について：迷惑駐車の防止

(8)その他：放流経費の一部負担やライセンス

運営に必要な協力金の協力依頼

海区調整委員会指示を根拠に船ごとにライセン

スを取得した遊漁船業者やプレジャーボート船長

は１回目の指示違反に対しては知事からの勧告，

２回目違反からは知事からの改善命令を受けるこ

とがあるが，ライセンス証は釣り人各人が乗船の

際に船長から交付されるため，それらの個人に対
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図1-9 北海道におけるサクラマス漁獲量の推移

図1-8 北海道におけるサクラマス放流量の推移

しては「指示に従わない場合はライセンス証の取

消し，または次回のライセンス証を取得させない

等の措置をとることがある」となる。

サクラマス船釣りライセンス制の導入にあたっ

ての特色は協力金の創設である。しかし，協力金

は海区調整委員会指示ではなく，「さくらます船

釣りライセンス制実行協議会」が設置規約に独自

に定めているものであり，このため実行協議会の

維持管理経費と，サクラマス放流にあたっての民

間（漁業協同組合など）の経費分を補うという二

側面を含んでいる。また，管理，清掃などの運営

経費も含んでいる点などから，本来意味の「栽培

漁業負担金」とは異なっている。本来は釣り人１

人ずつから徴収するのが本筋である負担金ではあ

るが，冬場の毎回徴収は困難であり，したがって

実行協議会は船ごとに前金で釣り人１人あたり

300 円程度を目安に徴収することになった。

サクラマスは国，道，町村などが放流を行って

いるが，前述のとおり現在のところは漁業協同組

合をはじめとした民間が直接支払ったサクラマス

放流経費の釣獲量に応じた一部負担を想定してい

る。胆振海域のサクラマス漁獲高を 700 トン／年

程度であり，遊漁船による釣獲は 50 ～ 60 トン／

年程度，これにプレジャーボートによる釣獲が加

わると仮定するならば，遊漁によるサクラマス釣

獲はこのうち約１割程度の負担と算定できる。具

体的には民間のサクラマス放流経費約 3,000 万円

程度なので，実際に算定すると 320 万円程度とな

る。

さらに，プレジャーボートは２人乗船で１シー

ズン３～４回サクラマス釣りを行うと仮定して，

この結果，プレジャーボートは１隻について 8,000

円／年（シーズン）程度と積算された。遊漁船に

ついては，釣り人個々から徴収するため，出港回

数や乗船数を考慮して１回１人あたり 1,000 円と

見積もられた。ただ，遊漁船には遊漁専業船と兼

業船があるので，遊漁者を漁場まで案内すること

を専らの生業としている遊漁専業船は 58,000 円

／年（シーズン），漁業と兼業して遊漁船業を営

んでいる遊漁兼業船は 41,000 円／年（シーズン）

となった。

１．６ 遊漁ライセンス制導入あたっての問題点

胆振海域におけるサクラマスライセンス制試行

の結果についてはまだ判明していないが，胆振海

域以外のサクラマス釣りや他の魚種についてもラ
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イセンス制が導入される可能性があることから，

ライセンス制導入にあたっての問題点を考察し

た。

先のアンケート結果からもみられるように，釣

り人，遊漁船業者，ボート所有者などの半数以上

がライセンス制に理解を示すに至った時代背景も

あることや，サクラマスの越冬個体というように

わかりやすい資源という理由で，胆振海域では道

東秋サケに続いてサクラマス釣りに対してライセ

ンス制試行に踏み切った。しかし，サクラマスに

限って言うと，サクラマス釣りは日本海でも行わ

れており，釣られるサクラマスには他の海域での

放流個体も含まれるはずである。しかも現実に協

力金を徴収されるのは冬場３カ月に限っての胆振

海域だけである。サクラマス資源保護の趣旨にお

いては全道のサクラマス釣りに対して協力金を徴

収しても良いのであろうが，胆振海域以外のサク

ラマス釣獲については漁期や釣獲も安定せず，十

分な調査が行われていない現状で，導入は慎重に

ならざるを得ない。実際にはライセンス制導入を

視野に入れて，後志や檜山海域でも調査が行われ

つつあるが，渡島や留萌海域では検討されていな

い。これからは平等性を保つことが肝要である。

また，サクラマス資源の減少と遊漁による釣獲の

因果関係の科学的根拠はというと，これもまた完

全には証明されておらず，今後の課題として残さ

れたままの状態である。

胆振海域のライセンス制は試行であるが，それ

では全道に展開される場合の条例化の可能性はあ

るのだろうか。胆振海域の現状は５マイルライン

以内で行われる３～５級の船が対象となっていな

いことや，国，道，市町村が行っている栽培漁業

に対する負担金が想定されていないなど改良すべ

き点はあるが，全道展開に向けては，平等性を確

保しつつ，科学的データを積み重ねたのちの条例

化の方向で行くことが公平性の面から必要であろ

う。また，胆振海域のライセンス制は海区漁業調

整委員会指示，協力金はライセンス制実行協議会

設置規約（胆振海域の場合）であるなどいわゆる

「二本立て」であるが，条例化されることにより

「二本立て」も解決され，また，罰則も明確にな

り，本来意味の資源保護につながっていくものと

思われる。

遊漁のライセンス制導入にあたっては，おそら

くサクラマスを対象とするだけではやはり公平性

は欠くであろう。とくに協力金の負担を求めるの

であれば，対象は栽培漁業を行っているすべての

魚種に対して行うことが本筋である。たとえば北

海道における栽培漁業対象種はヒラメ，サケ，ク

ロソイ，マツカワ，ニシンなどが挙げられる。い

ずれも釣り人にとっては人気魚種であるが，漁業

との調整や資源の保護等の観点から将来的にはな

んらかのルールを策定する必要があると思われ

る。しかし，ヒラメ釣りとカレイ釣りの区別はつ

くのか，陸からの釣りはどうするのか，つまり混

獲の問題，また，サクラマスと異なり長期にわた

る遊漁期間の問題，さらにはそれぞれの魚種に対

して，サクラマスの場合と同様に資源の減少と遊

漁による釣獲の因果関係の科学的根拠や，資源に

対する遊漁の漁獲圧など，明らかにしなければな

らない課題は多く残されている。また，協力金に

国，道，市町村が行っている栽培漁業経費の一部

を盛り込むとすると，釣り人一人あたりの負担が

増加することが予想され，この扱いについても慎

重に論議を行わなければならない。さらに，ライ

センス制導入が広く実現された場合においても，

「金を払ったのだから何をしても良い」との風潮

にはなるのではないかとか，釣り人口の増加に伴

う漁村の負担増など，モラル的な懸念は残される。

平成 11 年 12 月には農林水産省から新たな「水

産基本政策大綱」（農林水産省,1999)および「水

産基本政策改革プログラム」（農林水産省,1999)

が示された。この中では「遊漁の適切な管理」と

して費用負担のモデル的取り組みの推進がうたわ

れているが，実際の具体的な内容はこれから検討

するとされている。また，ライセンス制について

は触れられていない状況であっても，前述のよう

に日本各地の調査により釣獲による水産資源への

漁獲圧が高いレベルに達していることから，都道

府県での早急な取り組みが望まれている。

モラル的な問題は後回しにしても，遊漁に関し

て適切な制度を早急に設けることにより，また，

漁業協同組合としてもまだ，事例の少ない遊漁部

会を組織化することにより，資源保護と釣りとい

うレジャー産業を通した，漁業以外の分野での漁

村の発展が期待できるものと思われる。

１．７ プレジャーボートをとりまく最近の情勢

近年の余暇時間の増大に伴い，都市住民のライ

フスタイルや生活の価値観の変化から，海や漁村

は豊かな自然と触れあう場として注目を集めてお

り，中でも釣りは海洋性レクリエーションの大部

分を占めている。北海道内では季節的に海域を変



- 8 -

えながら釣りを楽しむ傾向があり，このためプレ

ジャーボートの果たす役割は大きく，平成 10 年

度末のプレジャーボート数（遊漁専業船を含む）

は１万３千隻弱に達した。北海道におけるプレジ

ャーボート・遊漁船隻数の推移を図 1-10 に示す。

釣り場に近い漁港では，比較的上下架しやすい漁

港内船揚場があることなどから，漁港を利用する

プレジャーボートも増加傾向にある。その一方で，

海洋法の定着や資源の減少などによる減船など，

漁業を取り巻く環境は厳しく，漁業者の高齢化や

後継者不足で道内の漁船数は減少傾向を示してい

る。このような背景の中で，全道で 285 ある漁港

のうちいくつかは，数次にわたる漁港整備の結果，

時期によっては漁船の収容能力に余裕が生まれて

いる。

一方ではプレジャーボート数が増加し，一方で

は漁港に余裕が生まれている現状で，北海道漁港

管理条例の一部が改正され，プレジャーボート等

の漁港利用が可能になってきた。これまで漁港は

漁船の利用を基本としていたため，プレジャーボ

ート等の漁港施設利用を制限してきたが，漁港施

設に余裕がある場合には，漁業活動に支障のない

範囲において，プレジャーボート等の利用する場

所を指定して適正に使用させることが「北海道漁

港管理条例」の一部改正の趣旨である。主な改正

点としては，

①漁船以外の船舟（プレジャーボート等）に

ついては，プレジャーボート等の利用する

場所を指定し，その受け入れについては許

可制として実施する

②管理の委託については，これまでの管理委

託先である市町村のほかに漁業協同組合等

の公共的団体を追加する

③罰則については，漁船への罰則をプレジャ

ーボート等にも適用し，あわせて地上自治

法の改正に伴う過料の下限値を設定する

④利用料については，漁船は従来の漁港利用

料とするが，プレジャーボート等について

0
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図1-10 北海道におけるプレジャーボート・
遊漁船隻数の推移

は道内のマリーナ料金を参考に新たな単価

を設定する

などである。

すでに一部の漁港では漁港の開放が行われてい

る。反面，漁港の無届け利用，漁港の防波堤や岸

壁にプレジャーボートが係留することによって生

じる漁船の航行や荷揚げに障害が生じたり，プレ

ジャーボート所有者のマナー不足や海に親しむ開

放感などから迷惑駐車（写真 1-3）や騒音発生な

どに加え，ゴミ投棄（写真 1-4）なども顕在化し，

景観も損ねている。。海上においても漁具被害が

目立つようになってきている。とくに漁港内の放

置艇は係留場所の私物化・利権化，公共施設の破

損などが目立ち，早急な対策が必要となっている。

漁港管理条例の改正はプレジャーボートが漁業

活動に支障なく漁港の利用を可能としていくた

め，漁港内におけるプレジャーボート等専用施設

を特定した上で，プレジャーボート等専用施設の

明示や施設へのスムーズな誘導を図ることを目指

している。漁港開放にあたっては，プレジャーボ

ート等の利用の明文化を図り，漁船とプレジャー

写真1-3 釣りシーズンの漁港における一般車両

写真1-4 漁港のゴミ投棄問題も顕在化
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ボートの棲み分けを行うだけではなく，プレジャ

ーボート所有者と直結した各種の啓発活動を行う

こととなった。北海道漁港管理条例の改正と合わ

せるように，健全なプレジャーボートの発展のた

めに，平成 12 年６月には水産庁から「プレジャ

ーボートの所有者特定制度と保管場所確保の義務

化に関する提言（中間報告）」が出され，その後，

「プレジャーボート係留・保管対策に関する提言

（最終報告）」となるに至った。これまでプレジ

ャーボートの購入に際しては，保管登録制度や正

規の停けい港の確認が義務付けられていなかった

が，今後はプレジャーボートが漁業に支障なく漁

港に係留するに当たって，プレジャーボート所有

者の自己責任が問われるばかりではなく，製造・

販売事業者等による取り組みが重要となることは

言うまでもない。

１．８ 漁港開放にあたっての問題点

「北海道漁港管理条例」の一部改正によりプレ

ジャーボートも漁港に利用が可能になり，その一

方でプレジャーボートの係留や保管に対して自己

責任が求められるようになったが，それでは制度

を整えるだけで漁港における健全なプレジャーボ

ートの使用ができるようになったのであろうか。

実際，中小の漁港においてはマリーナほどプレジ

ャーボートの基地としての整備は進んでいない。

その中のひとつにプレジャーボートの航行上の安

全に関する設備の問題が挙げられる。プレジャー

ボートは海象，気象情報，漁具位置などの情報を

どのように入手するのであろうか。たとえば小樽

マリーナ（写真 1-5）をみると，出港するプレジ

ャーボート船長は掲示板から情報を入手できるよ

うになっている（写真 1-6）。漁港を利用するプ

レジャーボートに対してこれらの情報を最新情報

として逐次提供するには限度がある。漁業無線を

利用する方法もあるが，現状では漁船に向けての

業務で手一杯の状態である。また，無線自体を所

持していないプレジャーボートも多くある。次に

プレジャーボートに対する漁港の設備の問題もあ

る。燃料の入手や斜路の使用，あるいは時化の場

合の処置などについて早急なルールを確立するこ

とが必要であろう。さらに今後，希望者が増加し

た場合の対応はどうなるのか。現在道内には１万

３千隻のプレジャーボートが存在し，これに将来

的に年間 500 ～ 900 隻程度の増加が見込まれてい

る。マリーナは室蘭市，函館市，小樽市，江差町，

瀬棚町，増毛町を中心に整備がされているが，水

面，陸上を合わせた総体の収容能力は 1,193 隻で

あり，今後増加する分は漁港に係留されることが

予想される。漁港におけるプレジャーボートの受

け入れについては始まったばかりであるが，すで

に明確な将来ビジョンが求められているのであ

る。漁港利用に関する諸手続がわからないまま，

結果として漁港を無届けで利用している実態がす

でにあるのに加えて，プレジャーボートの漁港を

利用する時間帯は早朝が多く，この時間帯は利用

届け出の受理を委託する市町村職員や漁業協同組

合職員が勤務時間外であることも周辺課題として

残る。

物理的な問題に対しては地元市町村や漁業協同

組合とプレジャーボート所有者らとの協議によっ

て解決できる場合もある。しかし，プレジャーボ

ートの団体は全道に 76 団体が組織されていると

はいえ，全道統一した組織がないばかりでなく，

プレジャーボート団体に未加入の所有者も多く，

プレジャーボート側においても早急な組織化が望

まれるところである。

インフラストラクチャーの整備や団体組織によ

りいくつかの問題が解決した場合でも，マナーの

写真1-5 小樽マリーナの風景

写真1-6 小樽マリーナにおける掲示板
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問題は依然として残る。前述のゴミ問題，不法駐

車などいずれも漁業協同組合や漁民の負担となっ

ている。一部の「無法者」や漁業の「セミプロ」

の出現なども心配されている。

１．９ 今後の漁村のあり方

これからの漁村のあり方として，これまでの資

源依存型の漁業から脱却し，大都市近郊，交通機

関の窓口（空港，フェリーターミナル，高速道路）

などの地理的条件を活用して，海の多面的な利用

による漁業経営の体質強化が望まれる。現状の魚

価の低迷による漁業収入の減少，販売や購買事業

の取扱高の減少による漁協の収支構造の悪化，さ

らにはプレジャーボート等海洋性レクリエーショ

ンの発展による海面や資源利用のトラブルを乗り

越えて，新しい取り組みが必要となっている。漁

家所得が漁業以外の所得に大きく依存している現

在，海洋性レクリエーションが海を主体としてい

ることを考えると，収入源の一部として考えるこ

とは難しくない。海洋性レクリエーションの発展

に際しては，漁業協同組合が窓口となって漁場や

施設の管理を行うことによる海面利用秩序の維持

が必要になってくる。とくにプレジャーボートに

関しては漁港は開放されたものの，利用に際して

のインフラは未だ整備が十分ではなく，解決すべ

き問題は多いと考える。

この点に関しては渡島管内木古内町漁業協同組

合の例が参考になると思われる。

同漁業協同組合では 10 年ほど前から木古内湾

のマコガレイを目当てにした釣り客や釣り目的の

プレジャーボートが増加してきた。プレジャーボ

ートの増加に伴い漁具被害や漁獲量の減少が目立

ち始めた。遊漁に対する法律がないことから同漁

業協同組合は，平成 12 年３月にプレジャーボー

トの所有者団体や主としてこの海域を釣り場とす

る遊漁団体と漁場利用協定を締結した。主な内容

は同漁業協同組合が共同漁業権を有する木古内湾

の海面のうち，底建網やホタテ養殖施設などが入

る約 45 ％に遊漁禁止区域を設定するとともに，

体調 20cm 未満のマコガレイの採捕禁止などを盛

り込んだ。有効期限はとりあえず１年であったが，

どちらかの異議申し立てがない限り，効力は自動

的に延長される。

協定締結後の追跡調査によると，禁止区域が明

確となり地元遊漁団体は協定を遵守していること

が判明した。また，組合で作成した漁場マップの

配布（写真 1-7）や北海道新聞の記事などで協定

が知られることとなり，函館にある遊漁団体等も

協定内容を遵守していることが分かった。漁民に

とっては協定締結により漁具被害がなくなり，満

足しているとの声があがり始めている。とくに協

定を結んだことによって，底建網，タコ箱，養殖

施設にプレジャーボートがアンカー代わりにつか

まったり，ロープを切ったりというトラブルは皆

無になった。さらに重要なことは，漁業者の意識

も変化したことが挙げられる。たとえば以前はプ

レジャーボートに対して喧嘩腰であった漁民が，

プレジャーボートに対してソフトになったとの報

告もある。協定締結に先立つ資源調査の影響を受

けて，漁業者の資源管理意識も向上した。協定締

結に際しては紆余曲折があり，様々な問題点もす

べて解決したとはいえないが，木古内町漁業協同

組合の例は，今後の北海道のモデルケースとなり

うる可能性は大きいと思われる。

１．10．おわりに

実際に中小の漁港に立ってみると「釣り」と「プ

レジャーボート」は決して独立した問題ではなく，

漁港を利用しているプレジャーボートの大部分が

釣りを目的としていることが分かる。つまり，行

政サイドからみると「釣り問題」への新たな取り

組みと「プレジャーボート」に対する新しい仕組

みは偶然に同時期に重なったにすぎないかもしれ

ないが，漁業者や釣り客あるいはプレジャーボー

ト所有者サイドにとっては大きな時代の変わり目

と映ろう。しかし，プレジャーボートが増えると

いうことは，プレジャーボートによる釣獲が増加

し，これが漁業資源への新たな漁獲圧となること

は明白である。「釣り」や「プレジャーボート」

と強調して新しい形で漁村が発展することは望ま

しいし，また可能だと思われるが，本来の資源保

護はどうなるのかという問題は忘れてはならな

写真1-7 木古内町漁業協同組合が配布した
パンフレット
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い。要は漁民と海洋レジャーとの協調だけではな

く，その背後には食料資源基地としての漁村のあ

り方と，都市における市民とがいかにして共存し

ていくのかという大きな問題を含んでいるのであ

る。
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